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令和５年度 第１回東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会 

会議録（要旨） 

 

１ 会議名  令和５年度 第１回東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会 

 

２ 日 時  令和５年５月２５日（木） 午前１０時００分～午前１１時３０分 

 

３ 場 所  東久留米市役所７階 ７０４会議室 

 

４ 出席者（敬称略） 

(1) 委員 

寺本 亮洞（会長）、渡部 久美子（職務代理）、上田 和俊、當真 隆則、 

當麻 繁、西川 武子、井田 清治、酒井 宗作、村野 憲也、村上 貢（田無警察署） 

(2) 事務局 

長澤 孝仁（環境安全部長）、小泉 勝巳（防災防犯課長）、 

早瀬 裕隆（防災防犯担当主査）、 加瀬 圭人（防災防犯担当主事）、 

逸見 誠一郎（会計年度任用職員） 

(3) 欠席者 

梅本 富士子、中谷 光基、古見 美子 

 

５  会議次第 

(1) 委嘱状交付 

市長より、新たに委員に選任された村上 貢委員へ委嘱状が交付された。 

(2) 市長挨拶 

(3) 会長挨拶 

(4) 令和４年度東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会事業活動報告 

(5) 令和５年度東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会事業計画（案） 

(6) 管内の犯罪発生状況について（田無警察署） 

(7) その他（協議会委員の改選等） 

(8) 閉会 

 

６ 配付資料 

(1) 令和５年度第１回東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会次第 

(2) 資料１ 東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会委員名簿 

(3) 資料２ 令和４年度東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会事業活動報告 

(4) 資料３ 令和５年度東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会事業計画（案） 

(5) 資料４ 「管内の犯罪発生状況について」（田無警察署より） 
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７ 議題の発言要旨 

 (1)  令和４年度東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会事業活動報告 

 【事務局】 

  ○令和４年 

    ６月 ２日  第１回安全・安心まちづくり推進協議会を実施。 

９月 １日  防災防犯課窓口で自動通話録音機１００台の無料貸出を実施。 

令和５年３月２４日に１００台全ての録音機の配布を完了。 

１１月 ８日  第２回安全・安心まちづくり推進協議会を実施。 

さらに同日、新たな事業として協議会委員向けの委員勉強会を実施。 

           警視庁刑事部から現職の警察官を講師に招き、窃盗犯罪の現状に 

ついて講演していただいた。 

  ○令和５年 

２月１４日  安全・安心まちづくり講演会を市民プラザで３年ぶりに開催。 

劇団による特殊詐欺被害防止公演、田無警察署生活安全課長による 

市内の犯罪についての講演などを、一般の市民の方を対象に実施。 

    ３月 ９日  東久留米市職員を対象とした青色防犯パトロール講習会を実施。 

新規受講者１１名にはパトロール実施者証を交付した。 

 

(2)  令和５年度東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会事業計画（案） 

【事務局】 

  ○令和５年 

５月２５日  第１回安全・安心まちづくり推進協議会 

６月 １日  自動通話録音機の貸出を開始予定（５０台） 

           配布時期は、市広報、ホームページ、防災防犯課のツイッター、 

メール配信サービスの「安心くるめーる」で周知する。 

   １０月 ５日  安全・安心まちづくりネットワーク市民のつどい 

（会場：生涯学習センター） 

   １０月１５日  協議会委員の任期満了 

１１月予定   安全・安心まちづくり委員勉強会 

第２回安全・安心まちづくり推進協議会 

  ○令和６年 

    ２月予定   安全・安心まちづくり講演会 

 

○その他事業 

・青色防犯パトロール・・・受講済みの職員による任意でのパトロールと、 

防災防犯課職員も週１回以上の頻度でパトロールを実施。 

   ・防犯キャンペーン ・・・毎月１５日に特殊詐欺の注意喚起などを実施。 

・防犯啓発の情報発信・・・田無警察署からの情報など、市内で発生した犯罪情報を 

市公報、ツイッターや「安心くるめーる」を用いて発信。 

・防犯看板の設置  ・・・学務課による通学路点検や青色防犯パトロールの際に、 

防犯看板の設置が必要と判断した箇所に設置。 
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(3)  東久留米市の犯罪発生状況について 

 【村上委員】 

皆さん、こんにちは。田無署生活安全課長の村上です。どうぞよろしくお願いします。 

本日ご出席の皆様には、平素から警察業務全般に渡り、温かいご支援、ご協力を賜りまして御礼

を申し上げます。本日は、「東久留米市の犯罪発生状況」についてお話をさせていただきます。

皆さんもご存じのように、昨年７月、奈良市内で演説中の安部元総理が銃撃され、今年４月、和

歌山県内に選挙応援演説のため訪れた岸田総理に対し爆発物が投げ込まれるなどの事件が発生

するなど決して体感治安が良い状況にはなっておらず、また都内では、狛江でアポ電強盗が発生

し、世間を震撼させました。それらを踏まえて東久留米市内の「犯罪発生状況」についてお話さ

せていただきます。 

まず、一つめは、特殊詐欺についてお話します。本年３月に東久留米市内における７０歳から

８９歳以下の高齢者約 19,000 世帯に対して、署長の手紙「心を込めて」を配布した以降、「オレ

オレ詐欺」「還付金詐欺」などの被害認知件数はありませんでした。しかしパソコンや携帯電話

にメールで「未払い金がある。パソコンを乗っ取った。トロイの木馬・ウイルスに感染した。」

等いきなり「感染しました」と画面が変わり、不安になって連絡先が表示されている番号に電話

すると相手に誘導されたままコンビニで電子マネーカードを購入させられ、そのカード番号を教

えてしまい、金を騙し取られるという架空請求事案が東久留米市内で発生しており、決して特殊

詐欺だけではなく、「サポート詐欺」という新手の手口が発生しておりますが、東久留米市でも

結構発生しております。この発生に伴って今年４月に、管内コンビニエンスストア 114 店舗と連

携したサポート詐欺防止宣言及び要請書交付式を行い「田無警察署サポート詐欺防止対策推進

店」として協力していくことに賛同していただき、店員による積極的な声かけにより２０件位、

未然防止できております。 

次に侵入窃盗についてお話します。東久留米市における発生は、前年比同期比でマイナス１１

件と減少しております。しかし、油断するのではなく、人の目が少なくなる、お盆休みや年末年

始など多発可能性は十分にあります。気を付けて頂きたいと思います。西東京市では連続して忍

び込み事案が多発しております。「忍び込み事案」というのは、夜、家人が寝ているときにガラ

スを割って忍び込み、現金などを盗む事案です。ここで何を言いたいかというと、物音で起きた

家人と犯人がバッタリと出くわして大変な事件になりかねないと言うことを理解していただき

たいと思います。 

統計上のことなのですが、ガラスを割るにも時間がかかります。防犯対策上、人感センサーと

いう、人が通ればライトがつくもの、またガラスを割るのに５分以上かかると犯人があきらめる

らしいのですが、ガラスが割れないように、今、針金の入ったガラスやガラス戸が開かないよう

にストッパーを使って、容易に開かないようにしていただければ、泥棒は簡単に入れそうなとこ

ろを選びますのでそういった対策をとって頂きたいと思います。 

私の経験なのですが、家人がいない家のインターホンに〇とか×の印をつける泥棒がいます。

これは、この家は、家人がいるとかいないとか泥棒は必ず下見をしますので、もし不審な印など

を見つけたら警察に相談していただきたいと思います。 

最後に自転車盗について話させていただきます。４月にある商業施設を見て回ったら、鍵のつ

いた自転車が数十台ありました。「もう盗ってください。」というばかりのものが結構あったので

す。今まで被害に遭った自転車はほとんどが無施錠です。刑法犯が増えている原因、平成１５年

以降、刑法犯の認知件数が減少していたのですが、昨年２０年振りに認知件数は上がってしまい

ました。その理由というのが、自転車盗が増えたことと、傷害、暴行などの粗暴犯が増えたこと
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が原因の一つです。 

自転車の対策ですが「田無地区防犯協会連合会」の協力をいただきまして「反射タックルバン

ド」と言う、光る黄色いバンドを購入させていただきました。これは、無施錠の自転車のサドル

の下に巻き付けて「この自転車は無施錠ですよ」という注意喚起しているのですが、それ以外に

も、夜になると自動車のライトに反射して事故防止に繋がるなどの効果があります。 

以上が、東久留米市の犯罪状況についてお話をしてきましたが、いずれにせよ、自転車盗と子

供に対する犯罪はプラスになっていますが、他の犯罪は落ち着いているように思われます。これ

からも皆さんのお力も借りながら、引き続き、安心・安全なまち、東久留米市の実現に向けて、

各種取り組みを推進してまいりますので、ご協力をお願いいたします。 

 

８ その他 

 (1)協議会委員の改選等 

 【事務局】 

  本年１０月１５日を以て、本協議会の現委員の任期が満了になります。 

  それに伴い、協議会規則第４条に基づく市民公募による選任と各組織からの推薦を改めて実施

します。 

  市民公募については、市の広報で公募委員の募集を呼び掛け、選考の上委員を選任いたします。 

  また、各組織からの代表として選任されている委員の方々については、該当団体宛に選任依頼 

に係る文書を送付させていただきますので、改めて団体から委員の選任をお願いいたします。 

 

 (2)各委員からの報告・意見等 

【渡部委員】 

   東久留米市自治会連合会の副会長を務めておりましたが、５月１３日に実施した総会で、 

休会が承認されました。今後の本協議会における選任については事務局と相談させていただき

ます。 

 【西川委員】 

   東久留米市身体障害者福祉協会についても、５月２１日に総会を行い、諸事情により閉会 

することとなりました。ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。 

【上田委員】 

  本協議会の会長は市民公募の委員でもなれるのでしょうか。 

【事務局】 

  条例及び協議会規則には、会長についての要件等の記載はありません。 

【上田委員】 

来期も市民公募の応募をいたしますが、可能でしたら、会長に立候補させていただきます。 

 

９ 閉会 

 【会長】 

  以上をもちまして、令和５年度第１回東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会を終了いた

します。ありがとうございました。 


